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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月5日(2016.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　喫煙物品のためのフィルタ構成要素であって、
　フィルタ材料の上流セグメントと、
　前記フィルタ材料の上流セグメントに対してその間に空洞を形成するように離間した関
係のフィルタ材料の下流セグメントと、
　前記空洞に配置された単一の粉砕可能な香味カプセルと、
　を含み、
　前記香味カプセルは、前記フィルタ材料の上流セグメント及び前記フィルタ材料の下流
セグメントの前記離間した関係の少なくとも７５％の外径を有し、該香味カプセルの該外
径は、フィルタ材料の該上流セグメント及び該下流セグメントのいずれの外径も超えず、
　前記フィルタ材料の上流セグメントはフィルタ成分のセグメントの最低吸引抵抗を有し
、前記フィルタ材料の上流セグメント、前記フィルタ材料の下流セグメント、及び前記香
味カプセルは、フィルタ包装紙によって取り囲まれ、１つ又はそれよりも多くの穿孔の列
が、フィルタ包装紙を通してフィルタの上流端部分に形成される、
ことを特徴とするフィルタ構成要素。
【請求項２】
　前記フィルタ材料の下流セグメントの下流端上の窪んだセグメントを更に含むことを特
徴とする請求項１に記載のフィルタ構成要素。
【請求項３】
　前記フィルタ材料の下流セグメントは、前記フィルタ材料の上流セグメントの長さの少
なくとも２倍である長さを有することを特徴とする請求項１に記載のフィルタ構成要素。
【請求項４】
　前記フィルタ材料の上流セグメントは、長さが約５ミリメートルと約１０ミリメートル
の間であることを特徴とする請求項１に記載のフィルタ構成要素。
【請求項５】
　前記フィルタ材料の下流セグメントは、長さが約５ミリメートルと約２０ミリメートル
の間であることを特徴とする請求項１に記載のフィルタ構成要素。
【請求項６】
　前記空洞は、長さが約５ミリメートルと約７ミリメートルの間であることを特徴とする
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請求項１に記載のフィルタ構成要素。
【請求項７】
　前記香味カプセルは、約４．５ミリメートルから約５ミリメートルの直径を有する球状
体の形態にあることを特徴とする請求項１に記載のフィルタ構成要素。
【請求項８】
　前記香味カプセルは、ポリマー被覆メントール処理香味カプセルであることを特徴とす
る請求項１に記載のフィルタ構成要素。
【請求項９】
　タバコロッドと、
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載のフィルタ構成要素と、
　を含むことを特徴とする喫煙物品。
【請求項１０】
　フィルタ材料の上流セグメント、フィルタ材料の下流セグメント、及び単一の粉砕可能
な香味カプセルを含む、フィルタ構成要素を製造する方法であって、
　フィルタロッド形成装置のフィルタロッド形成部分の上に第１の長さを有する前記フィ
ルタ材料の下流セグメントを分配する段階と、
　前記フィルタロッド形成部分の上に前記フィルタ材料の下流セグメントに対してその間
に空洞を形成するように離間した関係で第２の長さを有する前記フィルタ材料の上流セグ
メントを分配する段階と、
　前記空洞内に前記単一の粉砕可能な香味カプセルを置く段階と、
　前記フィルタ材料の下流セグメント、前記フィルタ材料の上流セグメント、及び前記香
味カプセルをフィルタ包装紙で取り囲んで、フィルタアセンブリを得る段階と、
　１つ又はそれよりも多くの穿孔の列を、フィルタ包装紙を通して前記フィルタアセンブ
リの上流端部分に形成する段階と、
を含み、
　前記香味カプセルは、前記フィルタ材料の上流セグメント及び前記フィルタ材料の下流
セグメントの前記離間した関係の少なくとも７５％の外径を有し、
　前記香味カプセルの前記外径は、前記フィルタ材料の上流セグメント及び前記フィルタ
材料の下流セグメントの外径を超えず、また、
　前記フィルタ材料の上流セグメントはフィルタ成分のセグメントの最低吸引抵抗を有す
る、
ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記フィルタ材料の下流セグメントの少なくとも２つのセグメントと、前記フィルタ材
料の上流セグメントの少なくとも２つのセグメントと、前記フィルタ材料の下流セグメン
トと前記フィルタ材料の上流セグメントの間に形成された前記空洞内の少なくとも２つの
香味カプセルとを含むフィルタロッドを形成する段階を含むことを特徴とする請求項１０
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記フィルタロッドをフィルタ包装紙で取り囲む段階を更に含むことを特徴とする請求
項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記フィルタ材料の下流セグメント又は前記フィルタ材料の上流セグメントのいずれか
に隣接する凹部セグメントを形成する段階を更に含むことを特徴とする請求項１１に記載
の方法。
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